
当社は、一般社団法人投資信託協会（以下、「協会」という。） の定款の施行に関する規則第 10 条第 1 

項第 17 号イの規定に基づき、別紙様式第 21 号の「正会員の財務状況等に関する届出書 （以下、「協

会報告書面」という。）」を協会に提出し、当社のHPに当該協会報告書面を掲載するとともに、協会 HP 

に当社の当該掲載箇所ヘの直接のリンク先を登録しております。 当社が、関東財務局長に提出した特定

有価証券の有価証券報告書及び半期報告書は、EDINET にて閲覧が可能です。 なお、協会報告書面中

の監査報告書／中間監査報告書は、監査報告書／中間 監査報告書の原本に記載された事項を電子化した

ものであり、その原本は当社が別途保管しております。 



別紙様式第21号 

申請日  2025年10月30日 

 

一般社団法人 投 資 信 託 協 会 

会 長 殿 

 

株式会社sustenキャピタル・マネジメント 

代表取締役 岡野 大           

 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則

第 10条第１項第 17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

  (1)  資本金の額等（2025年8月末現在）   

資本金の額   50百万円 

発行する株式の総数  100,000,000株 

発行済株式総数  6,398,062株 

 

＜過去5年間における資本金の額の増減＞ 

2021年4月30日  資本金220百万円から430百万円に増資 

2021年6月25日  資本金430百万円から540百万円に増資 

2021年11月26日  資本金540百万円から100百万円に減資 

2022年3月31日  資本金100百万円から860百万円に増資 

2022年11月29日  資本金860百万円から100百万円に減資 

2023年8月30日  資本金100百万円から360百万円に増資 

2024年7月18日  資本金360百万円から100百万円に減資 

2024年9月30日  資本金100百万円から200百万円に増資 

2024年12月5日  資本金200百万円から400百万円に増資 

2024年12月31日  資本金400百万円から50百万円に減資 

 

  (2) 会社の機構（2025年8月末現在） 

 ① 会社の意思決定機構 

当社は、最高意思決定機関として取締役会を設置します。取締役会を構成する取締役は、株主総会に

おいて、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株



主の議決権の過半数をもって選任します。取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。取締役会は、当社の業務執行の基本方針を決定

し、最高経営責任者並びに最高投資責任者を指名します。最高経営責任者は、当社を代表し、全般の業

務執行について指揮統括します。最高投資責任者は投資政策委員会の委員長を務め、当社が運用するポ

ートフォリオの運用方針及び管理に対して指揮統括します。 

 

 

 

② 投資運用の意思決定機構 

 

 

 



【投資政策委員会】 

・ 最高投資責任者を委員長とし、代表取締役、内部統制本部長及び法務コンプライアンス本部長   に

より構成されます。 

・ 本ファンドの運用方針に関する事項等を審議する他、リスク管理及びコンプライアンスの観点から

日々の運用業務全体の検証も行います。 

・ 原則として毎月開催される他、随時必要に応じて開催されます。 

【内部統制本部】 

・ 運用本部から独立した立場で、運用本部が管理するポートフォリオのリスクについて、予め定めら

れた方針の通り運用されているかを監視します。 

・ 投資運用に係るリスクに関して異常や問題を発見した場合、速やかに運用本部、最高経営責任者及

び法務コンプライアンス本部に報告し、関係部署と協力して対応策を策定します。 

【運用本部 投資判断部】 

・ クオンツ運用の改良のために必要なリサーチ業務を行います。 

・ 運用モデル及びアルゴリズムの開発、研究を行います。 

・ 投資政策委員会によって承認された運用方針等に基づき、クオンツ運用によるファンドの運用指図

を行い、ポートフォリオの運用リスクを管理します。 

【運用本部 運用管理部】 

・ 投資判断部により作成された注文に従い、最良執行方針に基づき売買を実行します。 

 

 

２．事業の内容及び営業の概況 

 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）等

を行っています。 また、金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業および第二種金融商品取引業

に係る業務を行っています。 

2025年8月末現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。  

 

種類 本数 純資産総額（百万円） 

追加型株式投資信託 6 3,297 

単位型株式投資信託 0 0 

追加型公社債投資信託  0 0 

単位型公社債投資信託 0 0 

合計 5 3,297 

 



３．委託会社等の経理状況 

 

1.   委託会社である株式会社 sustenキャピタル・マネジメント（以下「委託会社」という。）の財務諸

表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省第59号、以下「財務

諸表等規則」という。）第２条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府

令」 （平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。 

 

   委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、株式及び作成方法に関する規則」（昭和 52

年大蔵省令第 38 号、以下「中間財務諸表等規則」という。）第 38 条及び第 57 条の規定により、

中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成 19 年内閣府令第 52 号）に

基づき作成しております。 

 

2. 財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。  

 

3.  委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（自 2024年1月1

日至 2024年12月31日）の財務諸表ならびに当中間会計期間（自 2025年1月1日 至 2025年6

月30日）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。  

 



 



 

 

 

 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

ております。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 

 

（※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 

 公開日    2025年11月6日 

 作成基準日   2025年10月23日 

 

本店所在地   東京都港区虎ノ門一丁目3番1号 

東京虎ノ門グローバルスクエア 

お問い合わせ先 法務コンプライアンス本部   

 


